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設計ミス・施工不良の原因分析
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直接的原因 想定される背景 分析の観点

施工に関する知識が不足しているのではないか。

技術基準に関する知識が不足しているのではないか。

現場立会や報告書を確認する時間的余裕がないのではないか。

事業執行の責任が実質的に個人に負わされており、組織全体による支援が不足しているのではないか。

現在の事業執行体制では、チェック機能が不十分であることを認識しているのではないか。

監督不足によって設計成果に問題が生じた場合でも、工事段階で設計者に修正させれば良いと考えているのではないか。

設計成果の照査は、施工者の責任と考えているのではないか。

監督が不十分であり、業者に対する信頼と称して、実質は業者任せになっているのではないか。

業者による不正行為は、監督が不十分なときに行われているのではないか。

施工に関する技術の蓄積・開発は行われているが、監督、検査する技術が不足しているのではないか。

関係機関と調整が不十分な場合でも、甘い見通しで工事発注しているのではないか。

社会的要請に伴い、厳しい工期での作業を押し付けているのではないか。

厳しい工期が設定されている場合、品質管理など、十分なチェック作業を省略することがあるのではないか。

現場条件に対し、不適切な工法で工事発注されることがあるのではないか。

発注条件・契約図書が十分に整備されていないため、これら発注準備のための業務が発生することがあるのではないか。

発注者の判断・指示の遅れに伴い、業者の作業に手戻りが生じることがあるのではないか。

問題が発生した場合、発注者からの明確な指示がなく、業者任せになることがあるのではないか。

施工に関する知識が不足しているのではないか。

技術基準に関する知識が不足しているのではないか。

設計（構造）計算のシステム（自動）化が進み、計算過程（根拠）を理解できる技術者が少なくなっているのではないか。

設計作業の分業化が進み、設計全体を統括できる技術者が少なくなったのではないか。

業務量に対する報酬が不十分であり、人件費削減のために、優秀な技術者による照査が不足しているのではないか。

工期末が年度末に集中しており、照査技術者が不足しているのではないか。

工期が短く、照査する時間が不足しているのではないか。

設計・計算に関する技術の蓄積・開発は行われているが、照査する技術が不足しているのではないか。

元請業者は、事務的な書類が増加したため、現場の施工管理を下請任せにしていることがあるのではないか。

元請業者の施工管理が不十分な場合、下請業者間の調整が不十分なまま、工事を進めていることがあるのではないか。

現場作業員の技能レベルが低下しているのではないか。

一般競争入札の拡大に伴い、技術力が不足している不良業者が参入しているのではないか。

技術力（施工能力）より価格により落札者が決定する場合が多く、技術力向上のインセンティブが働きにくいのではないか。

ダンピング受注により、無理なコスト削減（施工方法、安全管理、材料等）を行っているのではないか。

発注者は、設計者や施工者任せで、監督・検査が疎かになっているのではないか。

受注者は、検査時や瑕疵担保期間中に、発注者にミスが気付かれなければ良いと考えているのではないか。

土木技術者の社会的地位が低く扱われ、成果物に担当技術者名が残らないため、技術者の責務を軽視しているのではないか。

技術者の成果にミスがないことが当然と考えており、ミス発生を前提としたシステムが構築されていないのではないか。

技術者間で、言わなくても分かるだろうと、明確な指示や意思疎通を怠ることがあるのではないか。

相手に対して、指示・報告を行ったつもりで、確認を怠ることがあるのではないか。

発注者が設計変更に応じてくれないと考え、受注者の勝手な判断で、自らの不利益とならないように処理することがあるのではないか。

設計者の設計に対する考えが、施工者に十分に伝わっていないことがあるのではないか。

 ③ 不明確な責任分担

 ④ 必要な技術の不在

 ⑤ 技術競争の環境整備

設計ミス

・

施工不良

 ① 技術力の確保

 ② 体制の確保

モラルの低下

 ⑥ 品質に対する意識
　　の低下

不適切な
工期・施工法の設定

 ⑦ 技術者としての倫理感

 ⑧ 片務性
コミュニケーション不足

発注者の
監督・検査の不徹底

設計者の照査不足

施工能力の低下

契約事項以外の
業務の不適切な処理



建設生産システムにおける受発注者の役割・責務①
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建設生産システムにおける受発注者の役割・責務②
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建設生産システムの諸問題に対する対応の方向性①
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・照査に対する技術開発

・既存構造物の耐久性評価技術、補修
技術の開発

・監督・検査に係る技術開発④必要な技術の不在

・瑕疵担保責任の厳正運用

・瑕疵担保期間の延長
・監督・検査責任の明確化③不明確な責任分担

・設計者以外への照査委託

・施工体制のチェックの徹底

・発注時期の平準化

・コンサルタント業務における積算体系
の見直し

・業務の重点化

（発注仕様の作成、検査等）

・外部活用

（積算、監督等）

② 体制の確保

・入札時の技術力評価の強化

・事後評価の入札時への反映強化

・ＤＢ等の活用による設計者と施工者の
業務分担の見直し

・設計者の工事監理への参画

・監督の強化

・資格制度の導入

・研修制度の強化

・直営体制の導入

・人事制度の見直し

・技術力の継承

・ＯＢの活用

①技術力の確保

受注者側発注者側

発注者の視点に基づく対応の方向性（一例）諸問題に係わる

分析の観点



建設生産システムの諸問題に対する対応の方向性②
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・ダンピング対策

・技術者個人に対するペナルティの設定

⑦技術者としての

倫理感

・設計ミス、粗雑工事に対するペナル
ティの強化

・技術開発のインセンティブ付与

・入札時の技術力評価の強化

・事後評価の入札時への反映強化

・ダンピング対策

（重点監督の強化等）

・保証制度の多様化

（入札ボンド、契約保証、前払い保証、
瑕疵担保等）

・公正、透明な入札手続きの確保

⑤技術競争の

環境整備

・三者（発注者、設計者、施工者）会議等の積極導入

・コミュニケーションの確保

・技術者の個人評価の徹底・活用

・技術者の地位向上

（発注担当者、設計技術者、施工技術者の個人名の明示等）

⑥ 品質に対する

意識の低下

受注者側発注者側

発注者の視点に基づく対応の方向性（一例）諸問題に係わる

分析の観点



建設生産システムの諸問題に対する対応の方向性③
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・資格制度の導入

・施工条件・リスク分担の明示

・発注時期の平準化

・適正な工期の設定

・出来高部分払い方式の積極導入

・適正な設計変更の実施

・コンサルタント業務における積算体系
の見直し

⑧片務性

受注者側発注者側

発注者の視点に基づく対応の方向性（一例）諸問題に係わる

分析の観点


